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第１章 基本的な考え方

１ 策定の趣旨

今日，我が国の社会は，高度情報化，グローバル化などの進展により

大きく変化し，いわゆる「知識基盤社会」注１の時代を迎えています。

このような時代にあって，国においては，２１世紀を切り拓く心豊か

でたくましい日本人の育成を目指し，現在，教育基本法の理念を踏まえ

た諸改革が進められています。

一方，各教育委員会においては，地方分権の流れを踏まえ，教育行政

をより一層主体的に展開するため，中長期的な視点に立った教育の方向

性を明確にし，将来を見据えた教育を進めていくことが求められてい

ます。

旭川市教育委員会では，これまで豊かな未来を創り上げる人材の育成

を目指し，学校教育の着実な推進に努めてきましたが，こうした背景の

もと，社会や時代の変化に対応できる人づくりの視点に立った教育行

政を展開していくことが，これまで以上に重要になるものと考えてい

ます。

このため，次代を担う子どもたちが心豊かにたくましく育つことがで

きるよう，学校教育を計画的・総合的に推進するために，時代の流れや

子どもたちを取り巻く状況などを踏まえながら「旭川市学校教育推進基

本方針」を策定するものです。

注１ 平成１７年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」で示された言葉で，「新しい知識・情

報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社

会」であると定義し，２１世紀は知識基盤社会時代であると述べています。

その特質として，①知識には国境がなく，グローバル化が一層進む，②知識は日進月歩であり，競争と

技術革新が絶え間なく生まれる，③知識の進展は旧来の物の見方や捉え方の転換を伴うことが多く，幅広

い知識と柔軟な思考力に基づく判断が一層重要になる，④性別や年齢を問わず参画することが促進される

などを挙げています。
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２ 役割

この方針は，第７次旭川市総合計画のほか，旭川市生涯学習推進基本

方針や関連する計画との整合性を図り，本市が目指す学校教育推進の方

向性を示すものです。

なお，この方針で掲げる基本理念の実現に向けて，基本目標や重点と

なる項目に基づく施策・事業等の具体的な取組を示す「旭川市学校教育

基本計画（仮称）」を策定します。

３ 期間

この方針の対象とする期間は，平成２１年度からおおむね１０年間を

想定しています。

なお，国・道の教育政策の動向や社会の変化等を踏まえ，必要に応じ

て点検を行うこととします。
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第２章 学校教育の現状

（※を付した語句については，巻末に資料を掲載しています。）

１ 学校教育を取り巻く社会情勢

近年，科学技術の進歩，情報化，国際化，少子化※資料１･２など，我が国

の教育をめぐる状況は大きく変化し，様々な課題が生じています。

我が国の子どもたちの現状を見た場合，評価すべき点も少なくない一

方で，思考力・判断力・表現力等，学習意欲，学習習慣・生活習慣，自

分への自信や自らの将来についての関心，体力などに課題があることが

明らかにされています。

また，豊かな時代を迎えるとともに，核家族化や都市化の進行といっ

た社会やライフスタイルの変容を背景に，家庭や地域の教育力が低下し

ているとの指摘があり，地域全体で子どもたちを育てていく体制を確立

していくことが課題となっています。

このような状況を踏まえ，学校，家庭，地域の一層の連携・協力を通

じて，子どもたちに新しい時代を切り拓いていく力をはぐくむことが必

要となっています。



- 4 -

２ 国の教育政策の動向

平成１８年１２月に改正された教育基本法においては，これまで掲げ

てきた普遍的な理念は大切にしながら，今日求められる教育の目的や理

念が明らかにされました。

また，教育基本法や学校教育法等の改正を受け，平成２０年３月には

新学習指導要領注１が告示され，教育改革の形が具体的な内容として示さ

れました。この新学習指導要領は，平成２１年度からの移行期間を経

て，小学校は平成２３年度から，中学校は平成２４年度から完全実施と

なります。

新学習指導要領では，改正教育基本法等で明確となった教育の理念を

踏まえ，これまでも重視されてきた「生きる力」注２の育成という理念が

引き継がれました。この理念を学校，家庭，地域が共有するとともに相

互に連携しながら，子どもたちに「生きる力」をはぐくむための取組を

推進していくことが一層必要となります。

注１ 全国のどの地域で教育を受けても，一定の水準の教育を受けられるようにするため，文部科学省が定め

た各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準です。

注２ 子どもたちに確かな学力，豊かな人間性やたくましく生きるための健康や体力などからなる「生きる力」

をはぐくもうとする考え方は，平成８年の中央教育審議会答申において提唱されたものです。新学習指導

要領においては，「生きる力」という理念を継承し，「生きる力」を支える確かな学力，豊かな心，健や

かな体の調和のとれた育成を重視しています。
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３ 本市の現状と課題

《確かな学力の育成》

○学力・学習状況について

「平成２０年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）」によると，

教科に関する調査（国語，算数・数学）において，全国・全道の傾向と

同様に知識・技能の定着に一部課題が見られるほか，知識・技能を活用

する力にも課題があります。また，質問紙調査において，家庭学習をし

ている時間が少ない傾向が見られます。

この調査で測定できるのは，学力注１の特定の一部分でありますが，各

教科等において基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるととも

に，知識・技能の活用を図る学習活動を充実し，思考力・判断力・表現

力等を育成する必要があります。

また，学習意欲を向上させ，主体的に学習に取り組む態度を養うとと

もに，家庭との連携を図りながら，望ましい学習習慣を身に付けさせて

いく必要があります。

注１ 今日求められている学力は，知識・技能はもとより，思考力，判断力，表現力，学習意欲なども含めた

ものです。各学校においては，指導方法の工夫改善を図り，確かな学力を育成する取組を進めています。
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○特別支援教育注１について

発達障害注２等により教育上特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾

向にあり，一人一人の教育的支援を一層充実するための体制整備が課題

となっています。

このため，通常の学級や特別支援学級への補助指導員の配置を拡充す

るとともに，通級指導教室の整備や特別支援教育センターの事業の推進

など，指導や支援体制の一層の充実を図る必要があります。

《豊かな心の育成》

○規範意識などについて

「平成２０年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）」によると，

「学校のきまりや規則を守っている」，「友達との約束を守っている」

という質問項目に対し，「守っている」，「どちらかといえば守っている」

と回答した児童生徒が８割を超え，全国・全道とほぼ同様の傾向となっ

ています。

児童生徒の健全な成長を促すためには，規範意識や思いやりの心など

をはぐくんでいくことが大切です。そのため，社会生活に必要なルール

やマナーについて理解し実践できるよう，家庭や地域との一層の連携を

図るとともに，教育活動全体を通じて道徳教育の充実を図るなど，社会

的資質や行動力を高める教育を一層推進する必要があります。

注１ 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，幼児児

童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服する

ため，適切な指導及び必要な支援を行うものとして，平成19年4月から学校教育法に位置付けられまし

た。また，特別支援教育は，従前の特殊教育の対象の障害だけでなく，知的な遅れのない発達障害も含め

て，特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍するすべての学校において実施されるものです。

注２ 自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害その他これに類

する脳機能の障害であって，その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいいます。
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○不登校・いじめについて

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査（文部科学

省）」によると，本市の不登校児童生徒数の出現率※資料３ は１％に満たな

い数値で推移しています。

また，いじめの認知（発生）件数※資料４ は減少傾向にありますが，最

近は，インターネットや携帯電話による誹謗・中傷に見られる新しい形

のいじめの発生など，依然として憂慮すべき状況にあります。

不登校やいじめについては，未然防止や早期発見・早期対応に努める

ことが必要であり，不安や悩みなどを抱える児童生徒等への教育相談の

実施や関係機関との連携など，指導体制や相談体制の一層の充実を図る

必要があります。

○体験活動・読書活動について

体験活動については，旭山動物園との連携による出張授業や体験を通

じて生命の大切さを学ぶ学習など，児童生徒の発達の段階に応じて創意

工夫を加えた実践が進められています。

また，読書活動については，およそ８割の小・中学校が始業前に全校

一斉の読書活動※資料５ に取り組むなど，児童生徒の望ましい読書習慣の

形成を図る取組が進められています。

こうした児童生徒の興味・関心に基づく取組を重視しながら，地域の

教育力を生かした多様な体験活動を推進するとともに，児童生徒が読書

に親しむことができる環境を整備していく必要があります。
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《健やかな体の育成》

○健康・体力について

児童生徒の健康については，生活習慣や食生活の変化等により，日常

生活において管理が必要な疾病が増えている傾向にあります。

また，「平成２０年度学校保健統計調査（文部科学省）」や「平成２０年

度全国体力・運動能力，運動習慣等調査（文部科学省）」によると，児

童生徒の体格※資料６ は全国平均とほぼ同等か上回っているものの，体力

・運動能力は全国平均より低い傾向が見られます。

健康や体力については，たくましく生きていくために不可欠なもので

あることから，保健教育や保健管理を徹底し，健康の保持増進に努める

とともに，体力の向上を図る取組を一層推進する必要があります。

《教職員の資質能力の向上》

○教職員の研修注１について

子どもたちが心身ともに健やかに育つことができるよう，学校が保護

者や地域の信頼を得ながら活気ある活動を展開していくためには，高い

資質能力を備えた教職員が指導や業務に当たることが求められます。

そのため，教職員が仕事に対する使命感や子どもに対する責任感など

教職に対する強い情熱を持ち，教育の専門家としての確かな力量を身に

付けることができるよう，教育に関する様々な課題に対応した研修の機

会や教職員の研修意欲を高める取組の充実を図る必要があります。

注１ 教員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修養に努めるよう教育公務員特例法により義務付け

られています。また，都道府県・指定都市・中核市教育委員会等は，研修の計画的な実施に努める必要が

あり，初任者研修，10年経験者研修をはじめ各種研修の内容の充実を図っています。
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第３章 本市が目指す学校教育推進の方向性

１ 基本理念

夢や目標に向かい

力強く未来を拓く

旭川の子どもの育成

知識基盤社会と言われるこれからの時代は，これまで以上に変化の激

しい社会の到来が予想され，子どもたちが将来にわたり幸福で充実した

生活を営んでいくためには，社会の変化に対応し，新しい時代を切り拓

いていく力をはぐくむことが一層重要となります。

そのため，「生きる力」を支える確かな学力，豊かな心，健やかな体

の調和の取れた育成を重視し，本市がこれまでに展開してきた施策をさ

らに充実していく必要があります。また，子どもたちが夢や目標に向か

い健やかに成長していくためには，安心して学ぶことができる環境の中

で，高い資質能力を備えた教職員が愛情を持って指導に当たるととも

に，地域全体で子どもたちを育てていくことが大切です。

旭川市教育委員会では，「信頼と創造」を学校教育推進の基盤とし，

学校，家庭，地域の相互の連携・協力による信頼関係を深め，知恵を出

し合いながら創造的な教育活動を展開することにより，基本理念とする

「夢や目標に向かい 力強く未来を拓く 旭川の子どもの育成」の実現

を目指します。

【学校教育推進の姿】

基本理念の実現

学校教育の推進

家 庭 地 域

学 校

基
本
理
念

信頼と創造
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目
指
す
子
ど
も
像

２ 目指す子ども像

社会で自立的に生きていくためには，生涯にわたり学習する基盤が培

われるよう，基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに，これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成が

必要です。

また，他人と協調し，他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人

間性をはぐくむとともに，変化の激しい社会の中で直面する困難に打ち

克つことができるよう，心身の健康や体力の保持増進を図ることが必要

です。

旭川市教育委員会では，次代を担う子どもたちが，地域の豊かな自然

や文化，先人がたゆまぬ努力を重ね築いてきた歴史や産業など，旭川の

よさを知り，郷土に誇りを持ち，力強く未来を拓く人間として成長して

いくことを願い，次のような子どもの育成を目指します。

◇進んで学び深く考える子ども

主体的に学習に取り組み，基礎的・基本的な知識・技能や思

考力・判断力・表現力等を身に付けた子ども

◇豊かな心を持つ子ども

生命を大切にする心や他を思いやる心，柔らかな感性や規範

意識などを身に付けた子ども

◇健やかな体を持つ子ども

生涯にわたってたくましく生きるための健康と体力を身に付

けた子ども

◇旭川のよさを知り誇りを持つ子ども

郷土のよさを知り，郷土を大切にし，よりよくしていこうと

する態度を身に付けた子ども




